
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

恒久化された基礎年金の国庫負担割合２分の１をはじめ、一体改革で成立した年金機

能強化法に基づき施行されている措置を実施し、長期的な給付と負担の均衡を図り、年

金制度を将来にわたって持続可能なものとする。 
 また、年金受給資格期間の 25 年から 10 年への短縮について、平成 29 年度から実施

する。（予算編成過程で検討） 

 
 
 
 

日本年金機構において、年金制度の安定的な運営と負担の公平を確保するため、厚生

年金保険の適用調査対象事業所の適用促進対策や国民年金の保険料収納対策を推進する

とともに、引き続き、年金記録の管理、適用、徴収、給付、相談等の各業務を正確、確

実かつ迅速に行う。また、今後利用が予定されているマイナンバーへの対応を踏まえ、

日本年金機構における情報セキュリティ対策に万全を期していくとともに、組織、人事

及び業務面等の改革に取り組む。 
国民年金の保険料収納対策においては、特に、一定所得のある者への強制徴収の徹底

を図るため、控除後所得 300 万円以上かつ未納月数 13 月以上の全ての滞納者に督促を

実施する。 

 
 
 

パソコンやスマートフォンでいつでも年金記録の確認等ができる「ねんきんネット」

の利用登録をより容易にする等により、その普及を強力に推進する。 
また、未統合記録については、解明に向けた取組を引き続き実施していく。 
さらに、年金記録の訂正手続を着実に実施する。  

第８ 安心できる年金制度の確立 

公的年金制度は国民の老後の安定した生活を支えるセーフティネットであり、持続可能で

安心できる年金制度を確実に運営する。 

１ 持続可能で安心できる年金制度の運営 

        １１兆４，０６７億円（１１兆２，４３８億円） 

２ 日本年金機構による公的年金業務の着実な実施 

         ２，８３２億円（２，７０９億円） 

３ 正確な年金記録の管理と年金記録の訂正手続の着実な実施

（一部再掲・２参照）           ２３億円（２５億円） 
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